エステサロンフランチャイズ契約書

本契約は、エステサロンブランドの運営に関し、フランチャイズ本部と加盟店との間の権利義務を定めることを目的として、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
本契約は、甲が展開するエステサロンブランド（以下「本ブランド」という。）に関し、甲が乙に対し加盟店としての営業を許諾し、乙が甲の有する商標・ノウハウ・運営基準を利用して店舗を運営するための条件を定めることを目的とする。

第2条（定義）
本契約において用いる主要な用語の定義は次のとおりとする。
1　「商標等」とは、甲が保有する商号、商標、ロゴ、サービスマーク、デザインその他の識別標識をいう。
2　「ノウハウ」とは、施術技術、顧客管理方法、運営マニュアル、教育プログラム、衛生管理基準その他の営業情報をいう。
3　「加盟店」とは、乙が本契約に基づき本ブランドの名称を使用し、店舗を運営する事業体をいう。
4　「店舗」とは、乙が運営するエステサロンの営業所をいう。
5　「機密情報」とは、本契約に関連して相手方から提供された秘密性のある一切の情報をいう。

第3条（加盟許諾の範囲）
1　甲は、乙に対し、本ブランドを使用して加盟店を運営する非独占的権利を付与する。
2　乙は、甲の定める運営基準および方針に従い店舗を運営しなければならない。

第4条（開業準備）
1　乙は、甲の指示する基準に従い、店舗の選定、内装工事、設備導入、従業員採用その他の開業準備を行う。
2　甲は、乙の開業準備を支援するため、必要なマニュアル、技術指導、研修等を提供する。
3　乙が開業基準を満たさない場合、甲は開業日を延期し、必要な改善を指示することができる。

第5条（加盟金・ロイヤリティ・費用）
1　乙は、本契約締結時に加盟金○○円を甲に支払う。
2　乙は、店舗売上高の○％をロイヤリティとして毎月支払う。
3　広告分担金、研修費、システム利用料その他の費用は、甲が別途定める基準に従って乙が負担する。
4　乙が支払期日を経過しても支払わない場合、年○％の遅延損害金を支払う。

第6条（商標等の使用許諾）
1　甲は、乙に対し、加盟店運営に必要な範囲で商標等の使用を許諾する。
2　乙は、商標等の使用方法について、甲の承認を受けなければならない。
3　本契約終了後、乙は商標等の使用を直ちに停止し、看板・広告物等を撤去する。

第7条（ノウハウの提供と利用制限）
1　甲は、乙に対し、運営マニュアル、施術技術、研修制度等を提供する。
2　乙は、ノウハウを厳重に管理し、本契約の目的以外に使用してはならない。
3　乙は、ノウハウを第三者に開示・漏えいしてはならない。

第8条（施術品質および衛生管理）
1　乙は、甲の定める施術品質基準、衛生管理基準、設備保守基準に従い店舗を運営する。
2　乙が基準に違反した場合、甲は改善指示を行い、乙は直ちにこれに従わなければならない。

第9条（研修）
1　乙は、従業員に対して甲の定める研修を受講させるものとする。
2　研修費用は、甲の定める負担区分により乙が負担する。
3　乙は、未研修の従業員に施術を行わせてはならない。

第10条（広告宣伝）
1　甲は、本ブランド全体の広告および広報活動を行う。
2　乙が独自に広告を行う場合、甲の承認を受けなければならない。
3　甲の実施する統一キャンペーンについて、乙は協力するものとする。

第11条（顧客情報の管理）
1　乙は、顧客情報を適切に管理し、本契約の目的以外に使用してはならない。
2　顧客情報の取扱いについては、甲の定める規程に従うものとする。
3　漏えい等の事故が発生した場合、乙は直ちに甲へ報告し、対応措置を行う。

第12条（監査および指導）
1　甲は、乙の店舗に対し、運営状況について監査・巡回指導を行うことができる。
2　乙は、甲の監査に協力し、必要な資料・情報を提供する。

第13条（禁止事項）
乙は、次の行為を行ってはならない。
1　無断で施術メニューを変更すること
2　甲の承認なく価格体系を変更すること
3　甲の競合ブランドと同時に店舗を運営すること
4　消耗品・機器等を甲の指定業者以外から仕入れること（甲が指定する場合）
5　法令、行政指導、業界ガイドライン等に違反する行為

第14条（秘密保持）
1　当事者は、本契約に関連して知り得た機密情報を第三者に開示してはならない。
2　秘密保持義務は契約終了後○年間存続する。

第15条（契約期間）
1　本契約の有効期間は締結日より○年間とする。
2　更新する場合、期間満了の○ヶ月前までに当事者間で協議する。

第16条（契約解除）
甲は、乙が次のいずれかに該当する場合、催告なく本契約を解除できる。
1　ロイヤリティ等の支払が○回以上遅延した場合
2　重大な運営基準違反がある場合
3　商標等を不正使用した場合
4　ブランドイメージを著しく損なう行為を行った場合
5　その他、本契約への重大な違反がある場合
乙は、甲に重大な違反があり、相当期間内に是正されない場合、契約解除を申し出ることができる。

第17条（契約終了後の措置）
1　乙は、商標等の使用を即時停止し、広告物・看板等を撤去する。
2　乙は、ノウハウ・マニュアル・資料を返還または破棄する。
3　乙は、本ブランドを類似させた名称・表示を使用して営業してはならない。

第18条（損害賠償）
当事者は、本契約の違反により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。


第19条（準拠法・管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

第20条（協議事項）
本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決する。


本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
（署名日）　　年　　月　　日

甲（フランチャイズ本部）
住所：
会社名：
代表者名：　　　　　　　　　印

乙（加盟店）
住所：
会社名または屋号：
代表者名：　　　　　　　　　印

